
2024年度支部活動【中部支部】

日時：7月６日（土）13時～16時
会場：愛知淑徳大学 星が丘キャンパス
講師
杉田昌平 氏
（弁護士法人Global HR Strategy 代表弁護士）

木野瀬吉孝 氏
（木野瀬印刷株式会社 会長）

参加費：1000円
定員：50名
申込締切：6月28日（金）
参加申込方法：事前申込制

「法令遵守と外国人雇用、
そして日本語教育に求められる役割」

日本語教育学会マイページからお申し込み・お支
払いください。詳細は３ページ目をご覧ください。

お問い合わせ：公益社団法人日本語教育学会支部活動委員会
Tel：03-3262-4291 E-mail：shibu@nkg.or.jp



スケジュール
13:00 ～ 受付開始
13:30 ～ 13:40 開催にあたって（趣旨説明）
13:40 ～ 14:30 講演 ① 杉田昌平 氏
14:30 ～ 15:00 講演 ② 木野瀬吉孝 氏

（休けい 10分）
15:10 ～ 15:40 ワークショップ
15:40 ～ まとめ
16:00 ～ 閉会

杉田昌平 氏（弁護士法人Global HR Strategy 代表弁護士）
慶應義塾大学法科大学院法務研究科修了。アンダーソン・毛利・友常法律
事務所、センチュリー法律事務所で法律実務、名古屋大学大学院法学研究
科（ハノイ法科大学内日本法教育研究センター）、慶應義塾大学法務研究
科で特任講師を歴任。外国人労働者の受入れや労働法に関する著書多数。

政府は、2019年4月に入管法を改正し創設した、外国人労働者の中長期
的な在留を認める「特定技能」制度について、2024年度から5年間の受
入れ上限を80万人超に設定する方針を検討しています。現行の上限の2
倍以上に拡大する予定で、人手不足が顕著な製造業や建設業、農業など
の分野を中心に即戦力を確保することを目指しています。 また、2024
年2月9日の関係閣僚会議では、外国人技能実習に代わる新制度「育成就
労制度」の創設方針が決定されました。新制度では、日本語能力の基準
が明記されており、日本のものづくりの中心である中部地域の日本語教
育においては重要なテーマといえます。
今年度のセミナーでは、法制度の変化、外国人雇用の実態、現場の状況
を知り、日本語教師を含む全ての日本語教育関係者が、それぞれどのよ
うな役割を果たすことができるかについて考えていきます。

木野瀬吉孝 氏（木野瀬印刷株式会社 会長・
一般社団法人技能実習生監理団体連合会 理事長）

愛知県春日井市に本社がある木野瀬印刷株式会社の代表取締役会長。また、
一般社団法人技能実習監理団体連合会、中部DTP印刷製本協同組合の理事
長も務める。自社においては、外国人の積極的雇用だけでなく、女性活躍
や男性の育休取得など、職場のダイバーシティ化を推進している。
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